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 またも黒い水がでた舟平の産廃場  
６月下旬、舟平の産業廃棄物最終処分

場から、また黒い水がでました。ＢＯＤ

が基準値の４３・５倍の８７０㎎／㍑、

ＣＯＤも３７０㎎／㍑という異常な数値

です。再三の排水汚濁があるということ

は、施設内に法律で定められた以外の廃

棄物が存在するからではないでしょうか。 
 県当局は、７月１３日「汚い水は公共

用水域には排水しないこと」との改善命

令と計画書の提出を文書で求めました。

業者は、流れ出

た排水を汲み上

げて、再度処分

場に戻す施設

（写真）を設置

しました。しかし台風１６号、１８号の

後には、排水口付近で電気伝導度が２０

００以上（七瀬川では１８０程度）にな

る排水があったことがあきらかになって

います。 
 また改善計画書については、業者から

県に提出されたが、数値的目標など不十

分な点もあり、再提出を求めている（９

月２日時点）とのことです。 
 排水を施設に戻すだけでは、問題の解

決にはなりません。施設内で汚水が濃く

なるだけではないでしょうか。抜本的な

対策を９月議会で求ました（詳細次号）。 
 
 早期に条例の制定を申し入れ  
９月２日、本共産党大分県委員会は、

県に対して「大分県産業廃棄物処理施設

設置に関する条例制定についての要望

書」を提出、話し合いをもちました。日

本共産党からは加藤県議、堤栄三県政対

策委員長、河野野津原町議、そして広次

忠彦市議が参加しました。県からは斉藤

生活環境部長をはじめ、４人が対応しま

した。 
 日本共産党は、条例の早期制定を求め

るとともに、①県などの調査権の確立、

②業者の情報の開示、③排水などの検査

の充実、④実効ある条例のために罰則規

定の制定、⑤県外産業廃棄物の搬入・処

理の規制な

どを求めま

した。 
 斎藤部長

らからは

「９月に委

員会で検討し、ひろく意見も聞きながら、

年度内の条例制定にむけて努力する」「申

し入れの内容については検討する」との

回答がありました。 
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